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 はじめに 

近年の韓国経済は、中国の景気鈍化や主要国の通商環境の不透明化による輸出の低迷、ウ

ォン安に伴う物価上昇と内需の減退、少子高齢化などが重なり、成長の鈍化が続いています。

こうした環境下でも、日本企業による対韓投資は製造からサービス・小売まで広がり、雇用

と高度化に寄与してきました。ただし、投資の継続にはマクロ環境だけでなく、制度の安定

性と予測可能性が不可欠です。 

この観点から、昨年来議論されてきた「国会での証言・鑑定等に関する法律」（以下、国会

証言法）の改正は注目すべき動きでした。法案はいったん可決後に拒否権で廃案となりまし

たが、再調整を経て本年 9 月 29 日に国会で再可決、10 月 1 日に官報で公布・施行されてい

ます。[1][4][5][11] 

本稿では、改正の背景と制度の基本枠組み、企業実務への影響を、日本制度との比較も交

えながら概説します。条文の確認には国会法情報ポータルの原文参照が有用です。[2] 

１． 制度改正の背景：政治と制度の交差点 

企業活動は、景気だけでなくカントリーリスク（制度・政策・政治に起因する不確実性）

の影響も受けます。韓国では、非常戒厳措置の発動と撤回、大統領弾劾手続き、その後の

大統領選を経て、国会多数派（共に民主党）と政権の力学が大きく変化しました。こうし

た政局の転換を背景に、いったん拒否権と再議不成立で廃案となった改正案が「内容を絞

って」再提出・再可決され、本年 10 月 1 日に施行されています。[1][4][5][11] 

制度改正を後押しした要素として、国会での証言・偽証への社会的関心の高まりがあり、
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李在明大統領に関する訴訟（公職選挙法違反事件の最高裁差し戻し、偽証教唆事件の一審

無罪・控訴審係属）も注目を集めました。個別事件の評価は本稿の射程を超えますが、「委

員会終了後は告発が困難」という実務課題を修正する必要性が議論を後押しした点は看過

できません。[3][5] 

２．国会証言法の基本枠組み（改正前の要点） 

国会証言法は、国会（本会議・委員会）における報告・資料提出・証言・鑑定の手続きを

定める法律です。企業・企業人には、出席義務（召喚に応じる／正当理由なき不出席は制

裁対象）、資料提出義務（指定形式・期限の遵守）、証言・鑑定義務（事実に即した説明／

虚偽・隠匿・破棄は重責）、罰則枠組み（不出席・不提出・虚偽・破棄等への制裁）が元来

課されています。[2] 

企業側は、求められた内容を、適切な形式で、適切なタイミングで提出・説明できる体制

を平時から整えることが前提になります。 

３．今回改正の要点（2025 年版） 

以下、今回の改正で確定した変更点を 3 点に絞って整理します。 

• 事後告発の拡張：委員会活動終了後でも、国会本会議（議長名）で偽証等を告発 

可能に。 

• 告発主体の拡大：委員長が動かない場合でも、委員の過半数連署で委員会名義の 

告発が可能に。 

• 捜査運用の迅速化：告発後の捜査は原則 2 か月以内に終結。未了時は中間報告義務 

があり、最長 2 か月の延長が可能。また、経過措置として、施 

行時点で進行中の案件は 1 か月以内の終了（未了時は最長 1 か 

月延長）が原則化。 

実務的には、「後から告発される」時間軸が組み込まれたことで、答弁・提出・記録の完

全性と事後モニタリングの重要性が相対的に増しています。[4][5] 

４．採用されなかった論点と今後の留意点 

昨年いったん可決された段階で議論された強い条項のうち、今回の改正では採用されな
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かった主な点は以下のとおりです。 

• 出席義務の一層の強化：リモート（遠隔）出席の原則化と正当事由の大幅な縮減。 

• 資料提出の厳格化：営業秘密・個人情報による包括的拒否を認めない趣旨の明 

文化。 

• 罰 則 の 一 括 強 化：提出妨害・虚偽提出・故意破棄等の重罰化。 

これには、経済 6 団体（大韓商工会議所ほか）や駐韓米国商工会議所（AMCHAM）、駐

韓欧州商工会議所（ECCK）による懸念表明と再議要求が影響したと見られます。[6][8][9][10]

ただし、政局次第で再浮上する可能性は残るため、企業は将来に備えた運用設計を持って

おく必要があります。 

５．日本企業に特有の留意点：対日政治リスクの視点 

日韓関係には、歴史認識・領土・呼称など政治的に敏感な論点が内在します。内政が不安

定化する局面では、対外的争点が内政化し、在韓日系企業が高い注目や説明要求の対象と

なる可能性があります。今回の改正自体は手続強化として中立ですが、議題設定や証人選

定は社会・政治環境の影響を受け得る点を念頭に、対日政治リスクを織り込んだ説明可能

性の設計を行うことが求められます。 

６．実務対応ガイド：今すぐ整えるべき体制 

本改正に対応するには、平時からの備えが肝要です。以下は最低限のチェックリストで

す。 

• 情報インベントリ化：提出対象になり得る技術資料・個人情報・機微情報を棚卸し 

         し、秘／限／社外秘とアクセス権限を見直す。 

• 提出プロトコル：最小限開示を原則に、黒塗り・要約・匿名化の基準を明文化。 

社内法務＋外部弁護士の二重レビューを定常化。 

• 証言対応フロー：召喚→資料収集→答弁書→想定問答→リハーサルを定型化。 

リモート（遠隔）証言（通信・通訳・記録）を即時に立ち上 

げ可能に。 

• 説明資料の二系列化・多言語対応：当局・国会向け詳細資料（版管理・提出履歴を 
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厳密管理）／社会向け要約・Q&A（韓国語・日本 

語・英語で並行更新）。 

• 事後対応の強化：答弁書・提出資料・意思決定ログ・監査証跡の保存設計を見 

直し、広報・SNS の事後モニタリングを一定期間継続。 

関連法令の整合性：PIPA、産業技術保護法、競争法、輸出管理・制裁等と整合を取

り、判断基準のブレを抑える。 

おわりに 

今回の改正は、議会の追及を持続させる仕組みを整えた点に特徴があります。日本では報

道が限られますが、在韓日系企業にとっては、説明責任・記録管理・広報対応の基準を引き

上げる契機となり得ます。 

「いつ、誰が、何を、どこまで出すのか」を即時に判断できる体制に加え、対日政治リス

クを織り込んだ説明可能性の設計を平時から準備しておくことが重要です。制度の安定性と

透明性を前提としつつも、制度は変動し得るという現実を踏まえた備えこそが、持続的な対

韓ビジネスの鍵であり、将来のカントリーリスク・地政学リスクに対する組織の耐性を高め

ることにつながります。 
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